
中能登町では被災された住宅の耐震改修・建替えを検討される方へ助成を行っております。

　まず、耐震診断が必要 
上部構造の耐震診断は、

フローの最初に必ず実施。

　　評点が1.0以上とな

　　った場合に、傾斜

　　 １／１００の判断を

　　 行う。

　評点が1.0未満となった

　場合は、1.0以上となる

　ように耐震改修を実施。

　　建物が傾斜している

　場合、上部構造の耐

　震改修と同時に傾斜修

  復する。

１／１００以上

（傾斜程度は問わない）

※２　建替え工事も可

※　傾斜1/100の判断は、地方公共団体が認

　める耐震診断方法として位置付ける。

 　　1/100以上の場合は「倒壊の危険性があ

　る」と判断し、耐震改修の補助対象とする。

※建替えの場合は公費解体を利用することがことができません。
　 建替え後建替え住宅が省エネ基準に適合する必要があります。
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（被災された住宅の耐震改修・建替えを検討される方へ）

（被災した住宅の耐震診断・改修について）

耐震診断（上部構造）

※液状化等による
　住宅の傾斜修復を
　併せて行うことが
　できる 　　　　　倒壊の危険性がある 　　　　　倒壊の危険性がない

耐震性なし 耐震性あり
　　　傾斜の確認は、上

　　　部構造の耐震診

　　　断と同じタイミング

液状化等による
建物の傾斜確認

　　  で建築士が行うこ

補強計画・設計
　　　とを想定。

　　　　確認方法は、建

　　  物の四隅の柱を下

　　　げ振り等で測り平

　　　均を取る。

耐震改修工事
　　　　　　　※２

　　　　　　　１／１００未満

傾斜修復工事
　　　　　　※２

応急修理
被災者生活再建支援金

　　1/100以上の場合は「倒 　　　　傾斜修復することで、建物が水平 などで修理

　　　　震化の補助対象とならない。

　　　　傾斜修復は被災宅地等復旧

　　　　支援事業などの補助を活用。

　壊の危険性がある」と判 　　　　に戻り、評点1.0以上の「地震に対し

　断し、耐震改修（傾斜修 　　　　て安全な建物」となる。

　復）の補助対象とする。

　　　　1/100未満の場合は住宅耐震


